
南三陸町公告 

 

 南三陸町移住総合支援業務に関して、公募により企画提案を募集し、その内容を審

査して最良の提案をしたものを選定し、随意契約の相手方の候補とする手続（公募型

プロポーザル方式）を実施する。 

  

  平成２８年６月３日 

 

南三陸町長  佐 藤  仁      

 

１ プロポーザルに付する事項 

（１） 業 務 名 南三陸町移住総合支援業務 

（２） 業務内容 別に定める「南三陸町移住総合支援業務仕様書」のとおり。 

（３） 履行期間 契約締結日の翌日から平成３２年３月３１日まで 

（４） 契約限度額 ５７，８００千円（消費税及び地方消費税額を含む）以内とす

る。 

 

２ 参加を申し込む者の資格条件  

  プロポーザルへの参加を申し込む者（以下「申込者」という。）に必要とする資

格要件は、次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなる共同企業体とする。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。共同企業体で実施する場合は、構成員の全てがこの

要件を満たすものであること。 

 （２） 南三陸町入札参加業者指名停止要領（平成１７年南三陸町訓令第３７号）

に基づく指名停止中の者及びこれに準ずる者でないこと。共同企業体で実施

する場合は、構成員の全てがこの要件を満たすものであること。 

 （３） 共同企業体で実施する場合は、共同企業体の中に管理法人を１法人定めて

いること。管理法人は、本事業の運営管理、共同企業体構成員相互の調整、

財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関とし、共同企業体

を構成する法人を代表する。この場合において、管理法人は、以下の要件を

満たすものであること。 

    ア 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。 

    イ 委託業務を円滑に遂行するために必要な管理能力を有すること。 

    ウ 町内において業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせに円滑に対

応できる体制を有すること。 

 （４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てをしている者でないこと。共同企業体で実施する場合は、構成員の全てが

この要件を満たすものであること。 

 （５） 南三陸町暴力団等排除措置要綱（平成２０年南三陸町訓令第３２号）第３



条の規定に該当する者でないこと。共同企業体で実施する場合は、構成員の

全てがこの要件を満たすものであること。 

 （６） 宮城県内に本店又は支店若しくは営業所を有していること。共同企業体で

実施する場合は、最低１法人が宮城県内に本店又は支店若しくは営業所を有

していること。 

 （７） 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人でないこと。共同企業体で

実施する場合は、構成員の全てがこの要件を満たすものであること。 

 （８） 単独で参加を申し込む者にあっては、本業務に申し込みを行う他の共同企

業体の構成員となっていないこと。 

      

３ 募集の日程 

  本プロポーザルは次の日程で行う。 

手 続 き 等 日     程 

実施要領等の配布 平成２８年 ６月 ３日（金） 

質問の受付 平成２８年 ６月 ３日（金） 

   から ６月１３日（月）午後５時まで 

質問の回答（随時） 平成２８年 ６月１４日（火）まで 

参加申込書提出期限 平成２８年 ６月１７日（金）午後５時まで 

企画提案書等提出期限 平成２８年 ７月 ４日（月）午後５時まで 

企画提案一次審査 平成２８年 ７月 ６日（水）予定 

企画提案二次審査 平成２８年 ７月１５日（金）予定 

結果通知 平成２８年 ７月２０日（水）予定 

契約締結 平成２８年 ７月下旬 

 

５ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、南三陸町公式ホームページの当該プロポーザルページ内からダウ

ンロードすること。 

  南三陸町ホームページ http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ 

  

６ 契約候補者の選定について 

  提案書は、南三陸町移住総合支援業務業者選定員会において審査し、最も高い評

価を得た提案を行った提案者を契約候補者として選定する。 

 

７ 契約の締結について 

  審査の結果、契約候補者として選定された事業者と契約に関する協議を行い、契

約の締結を行う。 

  なお、契約候補者と協議が整わない場合、契約候補者に次いで高い評価を得た提

案者と順次契約にむけての協議を行う。 

 

 

http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/


８ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「南三陸町移住総合支援業務公募型プロポーザ

ル実施要領」による。 

 

９ 問い合わせ先 

  南三陸町企画課 地方創生・官民連携推進室 

  〒986-0752 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田５６番地２ 

  電 話 ０２２６－４６－１３７１ 

  ＦＡＸ ０２２６－４６－２６７２ 

  メール  sousei@town.minamisanriku.miyagi.jp 

 

mailto:soumu@town.minamisanriku.miyagi.jp

